
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務の取扱いについて（平成12年３月31日付け12動薬Ａ第418 

号農林水産省動物医薬品検査所長通知）「新旧対照表」 

改正後 現行 

（別紙） 

















別記様式１７ 







［削除］ 



別添１ 動物用医薬品製造販売承認申請書等の記載等に関する指針 

（略） 

第１ 動物用医薬品等の申請書の記載及び取扱いについて 

１ 動物用医薬品等の申請書の記載について 

  動物用医薬品等の申請書における各項目の記載については、次

のとおりとする。 

（１）～（10）（略） 

（11）邦文記載について 

ア 法、令又は規則の規定により農林水産大臣又は動物医薬品検

査所長に提出する申請書、届出書及び報告書は、原則として邦

文で記載すること。ただし、申請者等が外国の製造業者である

場合は、申請者等の氏名及び住所は邦文による翻訳を併記する

こと。

イ・ウ（略） 

２～４ （略） 

第２・第３（略） 

別添１ 動物用医薬品製造販売承認申請書等の記載等に関する指針 

（略） 

第１ 動物用医薬品等の申請書の記載及び取扱いについて 

１ 動物用医薬品等の申請書の記載について 

  動物用医薬品等の申請書における各項目の記載については、次 

のとおりとする。 

（１）～（10）（略） 

（11）邦文記載について 

ア 法、令又は規則の規定により農林水産大臣又は動物医薬品検

査所長に提出する申請書、届出書及び報告書は、原則として邦

文で記載すること。ただし、申請者等が外国の製造業者である

場合は、申請者等の氏名及び住所は邦文による翻訳を併記する

こと。

また、この場合の押印は署名で差し支えない。 

イ・ウ（略） 

２～４ （略） 

第２・第３（略） 



被検定中間製品に係る試験品等の収納等について （平成12年３月31日付け12動薬Ａ第419号農林水産省動物医薬品検査所長通

知） 「新旧対照表」 

改正後 現行 



フルオロキノロン系等製剤に係る調査等について（平成27年１月15日付け26動薬第3234号農林水産省動物医薬品検査所長通知）「新旧対照表」 

改正後 現行 





動物用医薬品の検定における製造・試験記録等要約書審査制度の導入に伴う留意事項について（令和元年９月19日付け元動薬第1526号-1）

「新旧対照表」 

改正後 現行 
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